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（議事日程） 

日程第１  議案第３３号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例（意見聴取） 

日程第２  報告事項   平成２９年度隣接中学校希望入学制度申込結果

（中間集計）について 

日程第３  報告事項   平成２８年度夏季休業中における教育活動及び

教員研修の実施状況について 

日程第４  報告事項   平成２８年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども

会議の実施について 

日程第５  報告事項   青少年プラザ５階和室活用による中目黒住区セ

ンター児童館学童保育クラブ超過対応のための

スペース拡充について 

日程第６  報告事項   学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果

について 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長   第４１回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。本日の欠

席委員、欠席職員はございません。署名委員は中山委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取）

（議案第３３号）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等ございますか。 

       特にないようですので採決を行います。 

       本件に賛成の委員は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

○教育長   全員賛成ですので、議案第３３号は原案どおり可決します。 

       次に、日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  平成２９年度隣接中学校希望入学制度申込結果（中間集計）に

ついて（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    昨年度の中間集計と最終結果を見ますと、うまい具合に調整が

できていますが、どういう要素があるのでしょうか。例えば、こ

の結果を保護者が見て進路を変えたとか、学校からアドバイスが

あったとか、何かございますでしょうか。 

○説明員   資料としてはお示ししてございませんが、昨年は３１１人の申

し込みでしたが、最終的に９４人になっています。この９４人が

隣接で入学された数です。この差異ですが、内訳として、国立、

都立あるいは私立の進学者が３１１人中１４１人、隣接そのもの

を辞退された方が７６人で、差し引き９４人が最終人数となりま

す。昨年は第八中学校の抽選を行ったときに、若干の辞退が出ま

した。そして最終的に２月中旬まで猶予期間を設けておりますの

で、その間さまざまお考えがあって、指定校に戻られる等が要因



 - 4 - 

になっています。 

○教育長   細かい分類のところは把握しきれないということでしょうか。 

○説明員   隣接制度は理由を問わずに申し込みをいただいていますので、

辞退の方についても理由を確認してございません。辞退の数のみ

把握しているところです。 

○委員    ここに２年分のデータが出ているわけですが、差し引きでプラ

スになっているのは、八中、十一中、東山中、中央中です。これ

が同じ人数でずっと推移していれば、学校規模の問題を生じない

とは思いますが、差がどんどん開いてくれば、増える学校と減る

学校が出る恐れがあると思います。 

○説明員   学年ごとの人数が変わるということも考えられます。これまで

の例ですと、抽選を行った学校については、その前年よりもその

年の最終的な入りが減った結果もありました。改めて、状況につ

いては確認しながら進めてまいります。 

○教育長   質問の趣旨は、例年の傾向として、各学校を選択している、あ

るいは選択していない傾向というのが、例年と今年と変わってい

るか、変わっていないかという質問も含まれていますので、その

点を含めて答弁願います。 

○説明員   この２年分というところで見ますと、ご指摘のあった東山中学

校あるいは目黒中央中学校は同様の傾向です。 

○委員    心配しているのは、受け入れ人数は定数が決まっておりますの

で、それ以上は増えないと思いますが、一中と九中の減り方が心

配です。減る方は定員がないわけですから、減る数が増えていく

恐れはないのでしょうか。 

○説明員   昨年と今年度を比較しますと、一中と九中は、減る数が増えて

いる状況です。現段階では個別の状況は把握してございません。

昨年は一番差し引きが多かったところが逆に回復している状況も

ありますので、各学校ごと年度ごとの違いについては、詳細まで

は把握できてございません。改めて一中と九中については、ご指

摘のとおりの状況がありますので、この後の新入学に向けての保

護者の動向を、きちんと注視をしながら、より正確な数が把握で

きるように努めてまいりたいと存じます。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 
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（日程第３  平成２８年度夏季休業中における教育活動及び教員研修の実施

状況について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    体験学習教室は各校の任意とするという基本的な考え方は理解

しましたけれども、実際に別紙１を見てみますと、学校主催で行

う体験教室と学校を活動場所として行う地域等主催の体験教室と

があって、これを両方とも行う学校と、両方とも行わない学校が

あります。向原小、五本木小、不動小は両方とも実施していませ

んが、どうなのでしょうか。 

○説明員   平成１７年度、１８年度に、サマースクールを教育指導課とし

ても推進させていただいた経緯がございます。各学校で地域の力

を借りながら、サマースクールを５日間程度実施してほしいと、

かなり強く推進し、これを受け、各学校が体験活動あるいは補習

も含めて実施しました。活動内容ですが、地域の力を借りている

学校とそうでないところ、それから発展的な学習を中心に行って

いるところとそうでないところ等のさまざまな差がありました。 

 その後、教育課程委員会の中で、５日間必ずやるのであれば、

夏季短縮をして授業をした方が子ども達の確実な力を伸ばすこと

ができるのではないかということで、平成２０年度から夏季休業

の短縮に踏み切った経緯がございます。 

体験活動が増えれば増えるほど、教員あるいは管理職が確実に

学校に詰めていなければいけないということになります。現在で

も４週間という短い夏季休業期間でございますので、これが教員

のリフレッシュにつながるかどうかという懸念もございますので、

意図的にここは任意とさせていただいて、学校の自主性に任せて

いるといったところでございます。 

○委員    例えば不動小、東根小は参加者が非常に多いですし、中央中は

５日で１，５００人台です。その一方で、宮前小は７日で１００

人程度、十一中は１０日で１５３人となっています。非常に温度

差を感じてしまいます。それが学校の魅力の一つになって、隣接

校の流れができてしまうと思います。 

○説明員   先ほどの質問ともあわせて、補足をさせていただきます。菅刈

小学校、向原小学校、不動小学校につきましては、子ども教室の

中で体験的なものをさせていただいているということで、この資
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料の中には書ききれない活動が行われています。また、ご指摘い

ただきました人数につきまして、学校規模が小さくなると教員数

が減りますので、活動の限界もあると思っております。 

       いずれにしても、夏休み中に、数多く教育活動をすればするほ

ど子どものためにはプラスになると思っておりますけれども、や

ればやるほど学校の負担が増えてしまいます。現在は、最低５日

間。その他７日間は小学校ではプールを、中学校ではイングリッ

シュサマースクールを５日間としており、それ以外につきまして

は、学校の任意としています。 

これ以上お願いすると、学校の負担が非常に多くなってしまっ

て、現在でも副校長が連続して３日間休めないという声が伝わっ

てくる中で、今後、この夏季休業中のあり方も考えていかなけれ

ばいけない課題と認識しているところです。 

○教育長   夏季休業中における教育活動で、学校主催で行う体験教室等と

いうのがあります。これはこれでいいと思います。その裏面の３

ページの学校を活動場所として行う地域等主催の体験教室は、学

校とどう絡んでいるのでしょうか。 

○説明員   これにつきましては、主催者がそれぞれありますので、学校と

してはその主催者からいただいたチラシ等を子どもたちに配布し、

あるいは夏季休業期間中の行事予定の中にこのイベントを記載し、

周知を行っているところでございます。 

○教育長   学校が情報集約して、周知しているにとどまっているだけの話

なので、ここは子ども教室とセットにしないと、学校を活動場所

として行われている地域等の主催行事の全体が見えないです。ま

た、地域の活動ですので最終的には全て地域活動にすべきだと思

っています。 

○説明員   学校で行っている子ども教室は現在１５校です。学校によって

は、平日行う活動や休日に行う活動があります。こちらも委託し

てございますので、見せ方等については、わかりやすいものにで

きればと考えています。 

○教育長   方向としては、学校を活動場所として行う地域等の主催事業に

ついては、基本的には子ども教室にシフトしていくという姿勢を

打ち出していく必要があると思います。 

       それから、職員研修ですけれども、夏季休業中における職層研

修、職能研修ということで、それぞれ職層に合わせた研修、職務

の内容等の職能に合わせた研修がありますけれども、最終的にそ
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の教職員の資質の向上、あるいは授業力の向上をしていくために

は、集合研修だけでは足りないと思います。日ごろの各学校経営

者が行うＯＪＴとリンクさせていく姿勢が必要ですので、研修は

研修として受けとめますけれども、その点を十分に念頭に置いて

進めていただきたいと思います。 

○説明員   夏季休業期間中の研修のできる期間が、非常に短くなっており

ます。なかなか手薄になってしまう中で、できる研修が限られて

いるという現状がありますので、日ごろからのＯＪＴをどう進め

ていくか、一人一人が自分の能力を知って、教育課題に対応して

いくための能力を開発していくという自己啓発をしっかり意識づ

けて行っていかなければいけないと思っています。来年度１年間、

人材育成方針を作っていきたいと考えておりますので、しっかり

と議論してまいりたいと思います。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第４を議題とします。 

 

（日程第４  平成２８年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施につ

いて（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等ございますか。 

○委員    ３ページ目の子ども会議の実施予定表の中で、八中校区と十中

校区は、代表の小学生がそれぞれ１２人、１８人のみの参加です。

ほかの中学校区は全員ですけれども、この違いはなんでしょうか。 

○説明員   平成２６年度から代表児童につきましては、なるべく代表学年

の代表児童ではなく、代表学年全員が参加できるような形態で行

ってほしいと、各学校にはアナウンスしていますが、代表児童で

行った方が深まりのある協議ができるというところもあり、なか

なか進みませんでした。 

十中校区につきましては、今年度は記載の１年生と４年生で実

際に行ってみて、来年度は体育館で代表学年全員で行いたいとい

う計画です。八中につきましても、来年度は代表学年全員で行う

方向で検討するという回答をいただいておりますので、来年度に

期待したいと思っています。 

○委員    代表の子どもたちは、自分の学校に持ち帰るとのことですが、
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代表の学年全員が参加して、その場で参加する方が絶対に浸透す

ると思います。できれば代表学年全員が出席するような子ども会

議を目指していただきたいと思います。 

○説明員   ご指摘のとおり、このいじめ問題を考えるめぐろ子ども会議に

つきましては、多くの子どもが実際にいじめ問題について考え、

話し合って、意見交流をするということを狙いに、中学校区ごと

で行うという形で進めてきましたので、代表学年全員が参加でき

るような方向に確実に進めていきたいと思っています。 

○教育長   昨年、ＮＨＫの「１００万人行動宣言」をいじめ問題を考える

子ども会議に位置づけて、七中の取り組みがＮＨＫで６０分ほど

流れたと思いますけれども、情報発信は非常に重要です。今年度

もそういった取組みを行うのでしょうか。 

○説明員   情報発信につきましては、ご指摘いただくまで、正直、実は熟

慮していなかった部分がございますので、今後、まだ時間がござ

いますので、各学校の取組みあるいは区全体の取組みとしてどう

発信していくかは、課題として受けとめさせていただきたいと思

います。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第５を議題とします。 

 

（日程第５  青少年プラザ５階和室活用による中目黒住区センター児童館学

童保育クラブ超過対応のためのスペース拡充について（報告事

項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○委員    対象となる学童保育児の対象の年齢はどうなのでしょうか。 

○説明員   学童保育クラブでございますので、小学校の１年生から３年生

までです。中目黒スクエアの３階に学童保育クラブがあり、こち

らが超過している状況です。 

○委員    この図面で見るとトイレが１カ所のみです。 

○説明員   トイレの対応でございますけれども、現在も３階のフロアにつ

いては同様の状況です。学童の子どもが５０人増えて５階の和室

を使う場合、トイレについては現状のままとなりますので、その

対応は、３階と５階、ほかのフロアも含めまして、学童保育クラ

ブの職員と施設を管理するこちら側と、詰めてまいりたいと考え
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てございます。 

○委員    ＣとＤの和室を学童クラブとして使われるということですが、

ＡとＢに関しては、午後と夜間は一般貸し出しをされるのでしょ

うか。また、急遽体調が悪くなった子のために使う可能性がある

というお話がありましたが、その場合、ＡとＢが埋まっていた場

合のことも考えていらっしゃいますか。 

○説明員   和室の活用ですけれども、基本的にはＡからＤまでの全てを学

童の育成室として使うことを想定しています。主に使う場所がＣ、

Ｄということです。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第６を議題とします。 

 

（日程第６  学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について（報告

事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等ございますか。 

  特にないようですのでこの報告を受けました。 

○教育長   以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時５２分閉会） 

 


